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各   位 
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子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 26 年 10 月１日付け「株式会社ｔｗｏ－ｆｉｖｅの株式取得（子会社化）

に関するお知らせ」で開示したとおり、同日付けで取得した株式会社ｔｗｏ－ｆｉｖｅ（東

京都墨田区、代表取締役：桜井 隆、非上場、以下「ｔｗｏ－ｆｉｖｅ」という。）の株式

をテクタイトホールディングス株式会社（以下「テクタイトホールディングス」という。）

に譲渡いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株式譲渡の理由 

当社は、平成 26 年 10 月１日付け「株式会社ｔｗｏ－ｆｉｖｅの株式取得（子会社

化）に関するお知らせ」により、同日付けでｔｗｏ－ｆｉｖｅの株式を取得しました

が、平成 27 年２月 12 日付け「株式会社ｔｗｏ－ｆｉｖｅの連結除外に関するお知ら

せ」により開示したとおり、一部の取締役らによるｔｗｏ－ｆｉｖｅの経営に対する

妨害が継続しており、ｔｗｏ－ｆｉｖｅを当社の子会社として事実上支配することが

できていないことから、当社の親会社であるテクタイトホールディングスから、テク

タイトホールディングスがｔｗｏ－ｆｉｖｅの株式全部を譲り受け、経営支配するこ

とでｔｗｏ－ｆｉｖｅの経営の健全化をはかる旨の提案があり、これを受け株式を譲

渡することといたしました。 

 

２．異動する子会社の概要 

（１） 名 称 株式会社ｔｗｏ－ｆｉｖｅ 

（２） 本 店 所 在 地 東京都墨田区錦糸一丁目 10番 10号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 櫻井 隆 

（４） 事 業 内 容 音楽教室、練習用スタジオ併設型楽器小売店経営、

楽器のオンライン販売、音楽教育コンテンツの WEB

配信ほか 

（５） 資 本 金 402百万円 

（６） 設 立 年 月 日 平成 16年 10月 22日 

（７） 大株主及び持株比率 株式会社シーエスロジネット：66.9％ 

その他 18名：33.1％ 

（８） 当社と当該会社との

関係 

資本関係 当社が発行済株式の 66.9％を保有してお

ります。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

  



 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

 

 

３．株式譲渡の相手先の概要 

（１） 名 称 テクタイトホールディングス株式会社 

（２） 本 店 所 在 地 東京都墨田区錦糸一丁目 10番 10号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 松本能和 

（４） 事 業 内 容 株式の所有による当該会社の事業活動の支配、管理 

（５） 資 本 金 100万円 

（６） 設 立 年 月 日 平成 16年 10月 22日 

（７） 当社と当該会社との

関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 当該会社の取締役２名が当社取締役を兼

務しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況  

当社の親会社であるテクタイト株式会社

の株式の 73.6％を保有しております。 

 

 

 

４．譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 

8,232 株 

（議決権の数  :8,232 個） 

（議決権所有割合：66.9％） 

（２） 異 動 株 式 数 
8,232 株 

（議決権の数   :8,232 個） 

（３） 譲 渡 価 額 株式会社 two-five の普通株式        123 百万円 

（４） 異動後の所有株式数 

－  株 

（議決権の数   :  －  個） 

（議決権所有割合  ：－％） 

 

５．株式譲渡の日程 

平成 27年３月 20 日 株式譲渡に関する取締役会決議 

平成 27年３月 20 日 株式譲渡契約締結、株式譲渡実行 

 

６．今後の見通し  

本件株式の譲渡により、当社の業績に与える影響は軽微でありますが、今後の業績

に重要な影響が生じることが明らかになった場合には速やかに適時開示いたします。 

 

７．支配株主との取引等に関する事項 

当該取引は、テクタイトホールディンクス株式会社（支配株主）との重要な取引に

該当いたします。 

当社は、平成 26年７月８日付コーポレート・ガバナンス報告書の「支配株主との取引等

を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に「支配株主との取引については、

一般的な取引条件と同様に合理的な決定がされており、少数株主に不利益を与えることが

ないよう公正かつ適切に対応しております。」と定めており、当該取引につきましても、



 

一般取引条件と同様に決定しております。 

また、当該取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置とい

たしまして、公正性の担保につきましては、当社は、当社独自の事業活動及び自立した経

営において親会社からの制約をうけることはなく、上場会社として十分に独立性を有して

いると認識しており、利益相反の回避につきましては、当該取引の決定は、相手方となる

テクタイトホールディングス株式会社から派遣された取締役である松本能和及び湯原育

文を除いた取締役で行っております。 

さらに、当該取引につきましては、当社の社外監査役２名から、two-five の一部の取締

役の行為により two-five に当社が把握しない、もしくは予測していない損害が発生して

いる可能性が少なからず存在することと、two-five 株式の譲渡価額は取得価額と同額の

１株あたり 15,000 円であるため、本件譲渡契約を締結することで、当社は一部取締役の

行為による two-five の経営に生じたリスクを回避することができ、本件譲渡契約は当社

にとって有益な行為であると評価できることから「本取引は少数株主にとって不利益なも

のとはいえない。」との意見をいただいております。 

 

以上 


